
【対象要件】 ※県の感染拡大防止協力金の対象となる方は申請不可

下記①または②により、2021 年の月間売上が対前年または
前々年比で50％以上減少していること

①対象措置に伴う休業・時短営業要請対象の飲食店と
直接・間接の取引があること

②対象措置実施地域における不要不急の外出・移動の
自粛による直接的影響を受けたこと

【支給額】 中小法人: 上限 ２０万円/ 月
個人事業者：上限 １０万円/ 月

算出：2019年（2020年）の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上

【申請前の手続き】
月次支援金ホームページより仮登録を行い、登録確認機関
から事前確認を受けた後に申請手続きに進みます。
※一時支援金を受給された事業者は事前確認は不要

【申請方法】 電子申請のみ
※電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場

（予約制）あり
福岡会場（ソラリア西鉄ホテル福岡）、佐賀会場（佐賀玉屋ビル）など

※詳細は、ホームページ又はコールセンターにご確認下さい。

【申請期間】 ※4～7月分の受付は終了
8月分：9月1日～10月31日
9月分：10月1日～11月30日

新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策

【対象】
セーフティネット保証４号・

５号、危機関連保証の認定
を受けている事業者

【貸付条件】
限度額：１億円
貸付期間：10年以内

（据置２年以内)
利率：1.3％

保証料率：
＜セーフティネット保証４号、
危機関連保証の認定
を受けた方＞
０％（県が全額負担）

＜セーフティネット保証５号
の認定を受けた方＞
0.7%

福岡県の融資

福岡県 経営相談窓口
TEL：0120-567-179

【対象】
セーフティネット保証４号・危機関連保証

の認定を受けている事業者

【貸付条件】
限度額：500 万円
貸付期間：10年以内（据置５年以内)
利率：0.8％

久留米市の融資

久留米市 商工政策課
TEL：0942-30-9133

【対象】
保証４号：売上高が前年又は前々年同月比▲20％以上減少等
保証５号：売上高が前年又は前々年同月比▲5％以上減少等
危機関連保証：売上高が前年又は前々年同月比▲15％以上減少等

【保証】
保証４号、危機関連保証：別枠で100％の信用保証
保証５号：別枠で80％の信用保証

セーフティネット保証

久留米市 商工政策課 TEL：0942-30-9133
※受付・相談は各総合支所 産業振興課でも行っております
（田主丸、北野、城島、三潴）

【対象】
上記融資を利用された事業者のうち
①個人事業主(小規模に限る)：要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高

▲15％減少
③中小企業者：売上高▲20％減少

【内容】
上記利下げ対象範囲の支払利息

（基準金利▲0.9％分）を3年間補助

実質・無利子

【対象】
上記融資を利用された事業者

【内容】
支払利息（0.8％分）を５年間補助
※1年ごとに市から請求についてご案内

します

実質・無利子

久留米市 商工政策課
TEL：0942-30-9133

【対象】
売上高が前年又は前々年の同月比
▲５％以上減少し、かつ中長期的に業
況が回復し発展することが見込まれる事
業者

【貸付条件】
限度額： 8,000万円
貸付期間：15年以内（据置5年以内）

利率：
＜当初３年間＞ 基準金利▲0.9％

例）1.36％→0.46％

＜４年目以降＞ 基準金利

※利下げ対象範囲：
6,000万円以下の部分

※基準金利は変動します

政府系金融機関の融資

日本政策金融公庫 久留米支店
TEL：0942-34-1212
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久留米市 商工観光労働部 商工政策課
TEL：０９４２－３０－９１３３
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中小機構 特別利子補給制度事務局
TEL：0570-060-515

緊急小口資金（無利子）
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【対象】
開業届提出済の中小企業（個人事業者含む）

【内容】
・専門家が経営者と金融機関との間に入って返済猶予など
を調整

・1年間の特例リスケジュール計画の策定を支援
・計画中は毎月資金繰り等をチェックし、
専門家が適宜助言

・費用無料
まずは下記協議会へご相談を

福岡県中小企業再生支援協議会
TEL：092-441-1221
福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所ビル9階

新型コロナ特例リスケジュール
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国の月次支援金

月次支援金事務局コールセンター（電話相談、申請サポート会場予約）

TEL:0120-211-240 8:30～19:00（土日、祝日含む全日）
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【対象】
世帯員の中に個人事業主がおり、休業等による収入減

少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要
とする世帯等
【内容】
貸付上限 10万円以内 → 20万円以内（特例）
償還期限 2年以内（措置1年以内）

【償還免除】
償還免除の要件等については、下記問い合わせ先まで
お尋ねください。

久留米市社会福祉協議会
お申込み先 TEL：0942-34-3122 ・ 080-1539-3864
一般的なお問合せ コールセンター TEL：0120-46-1999

新型コロナ感染症に関する事業者支援策の申請サポート窓口

国・県・市の月次支援金や県の感染拡大防止協力金等の申請手続きを専門家がサポートします。
【会場・日時】 久留米市役所13階1303会議室 毎週火・木曜日（祝日除く） 10時～12時、13時～16時
【受付】事前電話予約制 ※申請代行ではございません。

問い合わせ・受付 久留米市 商工政策課 TEL:0942-30-9133

詳細はこちら

【対象要件】 ※県の感染拡大防止協力金の対象となる方は申請不可

① 2021年8月・9月の月間事業収入が対前年または
前々年比で30％以上50% 未満減少している中小法
人・個人事業者等

② 2021年8月・9月の事業収入にかかる国の月次支援
金の給付対象となっている酒類販売事業者

（中小事業者等）
※別途売上減少要件の緩和があります。

ホームページ又はコールセンターにご確認ください。

【支給額】

①中小法人：上限10万円/ 月、 個人事業者：上限５万円/ 月

②中小法人：上限20万円/ 月、 個人事業者：上限10万円/ 月

なお、②については、売上減少率により上限額が異なります。
詳細は、ホームページ又はコールセンターにご確認下さい。

※算出式は国の月次支援金と同様
（②については国の支援金額を差し引いた額）

【申請方法】 原則電子申請（郵送申請希望者は要相談）

【申請期間】 ※5・6・7月分の受付は終了

①②ともに
8月分：9月1日～10月31日
9月分：10月1日～11月30日

福岡県中小企業者等月次支援金コールセンター
TEL：0120-876-866 9:00～17:00（平日）

福岡県中小企業者等月次支援金

県月次支援金
ホームページ

月次支援金
ホームページ

※国・県月次支援金との併給が可能です。

【対象要件】 ※県の感染拡大防止協力金の対象者（大規模施設・

大規模施設テナント向けを除く）は申請不可です。

国月次支援金対象要件①・②により、2021 年８月・９月
の売上が対前年または前々年比で30％以上減少していること

【支給額】 中小法人：上限 ２０万円/ 月
個人事業者：上限 １０万円/ 月

※酒販等事業者には加算があります。

【申請方法】 郵送申請または電子メールでの申請

【申請期間】 2021年9月8日～11月30日

久留米市事業者支援金コールセンター

TEL:0942-30-9828（平日9:00～17:00）

久留米市事業継続緊急支援金【第３期】

※新型コロナウイルス感染症に関連する給付金・支援金や
県の感染拡大防止協力金等との併給が可能です。

【対象要件】

2020 年の年間事業収入が、2019 年と比べて
30 %以上減少している大規模観光関連施設等

【支給額】 （上限１００万円）

①大規模宴会場付宿泊施設：一律 １００万円
その他宿泊施設：２万円 ×客室数

②観光・MICE関連施設：一律 １００万円
※大規模宴会・会議場、酒ツーリズム等関連施設

③観光バス：５万円 ×台数
タクシー・運転代行：２万円 ×台数

④旅行事業者(来店型店舗)：25万円又は50万円 / 店舗

【申請期間】 2021年7月1日～2022年1月31日

久留米市 観光・国際課

TEL:0942-30-9137

大規模観光関連施設等支援金

詳細はこちら

詳細はこちら



※各支援策の詳細については、実施機関のホームページや問合せ先にてご確認ください。

【経営に関するご相談】
商工会議所・商工会でも、事業者の
皆様からのご相談に対応しています。

久留米商工会議所 0942-33-0213
久留米南部商工会 0942-64-3649
久留米東部商工会

善導寺事務所 0942-47-1231
北野事務所 0942-78-3311

田主丸町商工会 0943-72-2816

●久留米市保健所 保健予防課
こころの健康相談

TEL：0942-30-9728
FAX：0942-30-9833
メール：ho-yobou@city.kurume.fukuoka.jp

“こころ”と”からだ”に変化はありませんか？
一人で抱え込まず相談してください
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【対象】 ※以下要件を全て満たすこと

１．2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、
任意の3カ月の合計売上が、コロナ以前の同3カ月
の合計と比較して10％以上減少

２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融
機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む

３．事業終了後3～5年で付加価値額または従業
員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上
（一部5.0%以上）増加の達成

【補助額等】 ※以下は中小企業を対象

A通常枠 補助率 2/3（6,000万円超は1/2）
補助額 従業員数に応じて100万～8,000万円

B卒業枠 補助率 2/3
補助額 6,000万円超～1億円

Cその他
・緊急事態宣言特別枠
補助率 中小企業3/4、中堅企業2/3

・最低賃金枠
補助率 中小企業3/4、中堅企業2/3

・大規模賃金引上枠
補助率 中小企業2/3、中堅企業1/2

※上記は第3回公募の内容
補助額や要件等の詳細については、
事務局ホームページをご確認ください。

【公募期間】
第3回公募まで終了、さらに2回程度の公募を予定

jGrants （電子申請システム）での申請となります。

中小企業等事業再構築促進事業

事業再構築補助金コールセンター
TEL：0570-012-088
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福岡県感染拡大防止協力金 福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
TEL：0120-567-918（平日、土、日、祝日 9時～17時）

革新的サービスや試作品の開発、生
産プロセス改善等の設備投資を支援

【支援内容】（通常枠）
補助上限 1,000万円
補助率 中小1/2 小規模2/3

◆低感染リスク型ビジネス枠 補助率 2/3

ものづくり補助金

経営計画を策定して取り組む販路
開拓等の取組を支援

【支援内容】（通常枠）
補助上限 50万円、補助率 2/3

持続化補助金

◆低感染リスク型ビジネス枠

補助上限100万円、補助率3/4

ITツール導入による業務効率化を支
援テレワーク導入なども可

【支援内容】（通常枠）
補助上限 450万円、補助率 1/2

IT導入補助金

◆低感染リスク型ビジネス枠

補助上限 450万円

ものづくり補助金事務局
TEL：050-8880-4053 お近くの商工会・商工会議所にご相談く

ださい。（連絡先は紙面右下に記載）

導入支援事業コールセンター
TEL：0570-666-424

詳細はこちら 詳細はこちら

【対象】 デジタル技術を活用し、販路開拓や生産性向上に新
たに取り組む事業者

【補助額等】 補助上限：２０万円、補助率：２/３以内

【事例】
（販路開拓）
〇ECサイト構築による店頭販売からネット販売事業への転換
〇マーケティング支援ツールを導入した営業の高度化

（生産性向上）
〇センサー等を活用した生産工程の見える化
〇クラウド活用による業務効率化、テレワーク環境整備 など

中小企業DX促進補助金

久留米市 商工政策課
TEL：0942-30-9133

福岡県感染拡大防止協力金
【大規模施設・大規模施設テナント向け】
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【対象】新型コロナウイルス感染症の
影響により休業させられた労働者の
うち、休業手当を受けていない方

休業支援金・給付金

【対象】新型コロナウイルス感染症の
影響により経営環境が悪化し、従業
員に休業手当を支払っている事業主

雇用調整助成金（コロナ特例）

【対象】令和3年4月以降、臨時休業
等をした小学校等に通う子どもの世話
を行う労働者に対し、有給の休暇を取
得させた事業主

両立支援等助成金（コロナ特例）

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金コールセンター
TEL：0120-221-276

福岡労働局 福岡助成金センター
雇用調整助成金分室
TEL：092-402-0537

福岡県労働局雇用環境・均等部
TEL:092-411-4894

福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
TEL：0120-567-918（平日、土、日、祝日 9時～17時）

詳細はこちら

【対象】
市内で以下の施設を運営する宿泊事業者
① 旅館・ホテル又は簡易宿所 ② 民泊施設

【補助額等】
補助上限：1宿泊施設につき

（ホテル等）１５０万円 （民泊）１５万円
補助率：3/4以内

【補助対象事業】
〇客室等におけるインターネット環境の整備
〇客室等におけるテレビ会議システムの整備
〇サテライトオフィス及びテレワーク勤務に供するための
ワークスペース及び会議室の整備

宿泊施設テレワーク等環境整備補助金

久留米市 観光・国際課
TEL：0942-30-9137

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

【対象】 事業活動を縮小せざるを得ない
中、雇用の維持を図りたい民間企業
市が民間企業の人材を非常勤職員として一時
的に受け入れ、給与等の一部を負担します。

在籍出向活用事業

総務部人事厚生課
TEL:0942-30-9056詳細はこちら

※その他各種相談窓口
久留米市のホームページをご確認ください詳細はこちら

〈感染防止宣言ステッカー〉
感染防止対策を実践している店舗・施設を示すもの

〈感染防止認証マーク〉
県が定める感染防止対策の認証基準をすべて満たした飲食店に対し、
感染防止認証マークを発行。 ※認証にあたり現地確認を実施
【支援金】 感染防止認証店１店舗につき、５万円（１回限り）

県の感染防止宣言ステッカー・感染防止認証マーク

〈感染防止宣言ステッカー〉
福岡県新型コロナウイルス感染症 一般相談窓口
TEL：092-643-3599（平日9時～18時まで）

〈感染防止認証マーク〉
感染防止認証コールセンター
TEL：0570-015-255（平日10時～17時まで）

ステッカー・マークの使用申請は
WEBの申請フォームより

〈第１３期〉の要請内容等

【対象施設】 飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている施設
※ネットカフェ、漫画喫茶、宅配・テイクアウト専門店、キッチンカー、スーパーやコンビニのイートインスペース、

自動販売機、ホテル等において宿泊客のみに飲食を提供する飲食施設、葬儀場 は要請対象外

【要請内容】 ・営業時間を5時から20時までの間とすること
（もともとの営業時間が5時から20時までの間である店舗は対象外）
・酒類の提供は11時からとし、オーダーストップは19時30分までとすること
・酒類の提供を行う場合、同一グループ同一テーブルへの入店案内は、
原則4人以内とすること

・飲食を主として業としている店舗（スナック、カラオケ喫茶等）において、
カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること

（カラオケボックスは対象外）

【支給額】 １日あたり給付額（2万5千円～7万5千円）× 14日間

〈第１３期〉先渡給付申請について
【要件】 以下の要件をすべて満たす方が対象

①10月1日から10月14日までの全期間、要請に協力
②第1期以降の協力金について受給実績があること
③売上高方式で申請する事業者であること

【先渡給付額】 17万5千円（2万5千円×7日分）

【申請受付期間】 10月1日(金)～10月7日(木)

※要請期間終了後に本申請が必要です

要請期間 申請受付

第１０期
令和３年８月１日（日）0時

～８月１９日（木）24時

第１１期
令和３年８月２０日（金）0時

～９月１２日（日）24時

第１２期
令和３年９月１３日（月）0時

～９月３０日（木）24時

令和３年１０月１日（金）

～１０月３１日（日）

第１３期
令和３年１０月１日（金）0時

～１０月１４日（木）24時

令和３年１０月１５日（金）

～１１月１４日（日）

令和３年９月１３日（月）

～１０月３１日（日）

感染防止認証店においては、

・営業時間は5時から21時まで
（もともとの営業時間が5時から21時まで

の間である店舗は対象外）
・酒類の提供は11時からとし、
オーダーストップは20時30分まで

第４期 第5期 第6期

8月2日（月）0時 ～ 8月19日（木）24時8月20日（金）0時 ～ 9月12日（日）24時9月13日（月）0時 ～ 9月30日（木）24時

10月1日（金） ～　10月31日（日）申請期間 9月13日（月）～　10月31日（日）

期間

対象施設 １,０００㎡超の大規模施設を運営する事業者及び大規模施設のテナント事業者

給付額
集客施設：対象床面積1,000㎡毎に最大20万円/日

集客施設のテナント：対象床面積100㎡毎に最大２万円/日
算出：1日あたり給付額×（要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間）×要請に応じた日数

※詳細は、県HPを
ご確認ください →

感染防止
宣言ステッカー

感染防止
認証マーク


